
 ◇  第１５７回簿記検定試験について  ◇ 

試 験 日          令和３年２月２８日(第４日曜日) 

試 験 会 場          上尾市文化センター  (上尾市二ツ宮７５０  ℡048-774-2951) 

                JR高崎線 上尾駅東口下車  徒歩 15分 開場午前 8時 30分 

試験開始時間  １級・３級……午前９時 

                ２級……午後１時３０分 

携 帯 品          ①受験票 ②筆記用具(HBまたは Bの黒鉛筆、シャープペンシル、消しゴム) 

③そろばん・電卓等の計算用具(※) ④氏名･生年月日･顔写真のいずれも確認で

きる身分証明書(運転免許証、旅券(ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ)、社員証、学生証など)   

⑤マスク(コロナウイルス感染防止のため) 

合 格 発 表          ３月１５日(月)よりホームページにて受験番号を発表します。 

電話によるお問合せは一切出来ません。  

※１級は約５０日後に郵送にて通知します。 

[会議所 HP] https://www.ageocci.or.jp/ 

合格証書交付    合格証書は、３月１５日(月)より郵送にて交付致します。【予定】 

 

受験者へお願い  ①受験申込み後の変更、取消しは致しません。又、受験料はどのような理由 

                  があってもお返し致しません。 

                ②公共交通機関でのご来場をお願い致します。 

又、いかなるトラブルがあっても一切責任は持ちません。 

  ※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、国や自治体から施行中止要請等がなされた場合、 

検定試験の中止等の事態が生じることがあります。 

当日緊急ご連絡先 フリーダイヤル ０１２０-１９５-０７７ 

（注）２月２８日（日）８:００~１５:３０のみご利用可能です。 

 

《試験場での注意》 

     ①試験開始後３０分と試験終了前１０分間は退場できません。 

     ②試験場内ではすべての試験委員に従ってください。指示に従わないものは退場させること 

     があります。 

  ③試験中に不正行為があった者は、合格を取り消し、以後の受験を禁止することがあります。 

 ④試験場での携帯電話や腕時計型情報端末等の使用を禁止します。必ず電源を切ってください。 

  指示に従わないで、試験時間中に着信音が鳴るなどした場合は、退場させる場合もあります。 

     

(開始 10分前にはご入場ください。) 

※以下の機能がある電卓は持込みできません。 

○印刷(出力)機能 ○メロディー(音の出る)機能 ○プログラム機能(例:関数電卓等の

多機能な電卓、売価計算･原価計算等の公式の記憶機能がある電卓) 

○辞書機能(文字入力を含む) 

(注)ただし、次のような機能は、プログラム機能に該当しないものとして、試験会場で

の使用を可とします。 

 ･日数計算 ･時計計算 ･換算 ･税計算 ･検算(音の出ないもに限る) 

上尾商工会議所  上尾市二ツ宮７５０   ℡７７３－３１１１ https://www.ageocci.or.jp 

 

(合格発表ﾍﾟｰｼﾞ) 



試験会場入場についてのご案内 

 

①文化センターの正面入口からご入場ください。 

②正面入口にて検温を実施させていただきます。 

③試験を受けていただく部屋は入り口にて部屋割り表を貼りだしますのでご確認くだ 

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正面入口にて 

検温実施 

上尾駅からの順路(徒歩約 15分) 

←至上尾駅 



 

 

 

「受験者への連絡・注意事項」 

 

受験料の返還 

一度申し込まれた受験料の返還および試験日の延期・変更は認められません。 

入場許可 

試験会場には、所定の申込手続きを完了した受験者本人のみの入場を許可します。 

遅刻 

試験開始から３０分以上経過した場合の試験会場への入場は認めません。 

本人確認 

受験に際しては、身分証明書を持参してください。 

試験中の禁止事項 

次に該当する受験者は失格とし、試験途中で受験をお断りするとともに、今後の受験をお断りする

などの対応を取らせていただきます。 

１．試験委員の指示に従わない者 

２．試験中に、助言を与えたり、受けたりする者 

３．試験問題等を複写する者 

４．答案用紙を持ち出す者 

５．本人の代わりに試験を受けようとする者、または受けた者 

６．他の受験者に対する迷惑行為を行う者 

７．暴力行為や器物破損など試験に対する妨害行為におよぶ者 

８．その他の不正行為を行う者 

飲食、喫煙 

試験中の飲食、喫煙はできません。 

情報端末の使用禁止 

  試験中は、携帯電話や腕時計型情報端末等、外部との通信が可能な機器の使用を一切禁止します。 

試験施行後に不正が発覚した場合の措置 

試験の施行後、不正が発覚した場合、該当受験者は失格または合格を取り消し、今後の受験をお断

りするなどの対応を取らせていただきます。 

試験内容、採点に関する質問 

試験問題の内容及び採点内容、採点基準・方法についての質問は、一切回答できません。 

答案の公開、返却 

受験者本人からの求めでも、答案の公開・返却には一切応じられません。 

合格証書の再発行 

合格証書の再発行はできません。 

試験が施行できなかった場合の措置 

台風、地震、洪水等の自然災害または火災、停電その他不可抗力による事故等の発生により、やむ

をえず試験が中止された場合は、当該受験者に受験料の返還対応をいたします。ただし、中止にと

もなう受験者の不便、費用、その他の個人的損害については何ら責任を負いません。 

答案の採点ができなかった場合の措置 

台風、地震、洪水等の自然災害または火災、盗難等により、答案が喪失、焼失、紛失し採点できな

くなった場合は、当該受験者に受験料の返還対応をいたします。ただし、これにともなう受験者の



不便、費用、その他の個人的損害については何ら責任を負いません。 

試験当日、公共交通機関がストップしてしまった場合の措置 

公共交通機関の運転再開状況等を勘案し、試験の開始時刻を繰り下げるかどうかを検討します。た

だし、試験開始後３０分を経過した場合いかなる理由があっても受験できません。（公共交通機関

がストップした場合は必ず遅延証明書の提出を求めます。遅延証明書が無い場合受験できません。） 

また、試験開始後３０分を経過したために試験が受けられない場合でも受験料は返還できません。 

試験会場での感染防止 

 ・試験当日、試験会場へ向かう前に検温を行い、発熱（37.5 度以上）や咳等の症状がある場合は、受

験会場への来場をお控えください。 

・下記に該当する場合は、受験をお断りする場合があります。 

○発熱（37.5 度以上）や咳等の症状がある場合 

   ○過去２週間以内に、新型コロナウイルス感染症陽性と診断された者との濃厚接触がある場合 

○過去２週間以内に、同居している者に感染が疑われた場合 

○過去 2 週間以内に、感染が引き続き拡大している国や地域への訪問歴がある場合、また、その

ような者との濃厚接触がある場合 

・本人確認など試験委員が指示した場合を除き、試験会場および周辺地域では、マスクを着用してく

ださい。 

・試験会場への入退出の際、入口で手指の消毒を行ってください。 

・休憩時間や昼食時等における他者との接触、会話は極力お控えください。 

・試験教室内の換気を目的に、試験中に窓や扉の開放等を行うことがあります。それに伴う音等の影

響について予めご了承いただきますと共に、寒暖調整ができる服装でお越しください。 

・試験会場で調子が悪くなった場合は、必ず試験係員にお申し出ください。 

・発熱や咳等の症状が見受けられる等体調不良の状況にあると試験委員が判断した場合、試験途中で

あっても受験をお断りする場合があります。 

・受験者のなかで感染者が判明した場合は、受験申込時にいただいた個人情報を必要に応じて保健所

等の公的機関に提供する場合があります。 

 

 

以上 

 


